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平成 1３年度当初予算 基本事務事業目的評価表

[基本事務事業名] 有害大気汚染物質対策の推進事業（４０１）

[評価年月日]      平成１２年１１月１４日

[主担当部課名] 環境部  大気水質課

[記入課名・課長名・電話]  大気水質課長  筒井 照雄 ０５９－２２４－２３８４

1 総合計画の政策体系上の位置づけ

政策：資源循環型社会の構築                       （Ⅲ―２）
施策：大気環境の保全                             （  ２  ）
総合計画の目標項目：有害大気汚染物質及びダイオキシン類に係る環境基準

波及効果・副次的効果を及ぼすと考えられる施策：廃棄物の適正な管理

２ 基本事務事業を巡る環境変化（過去、現状、将来）

   低濃度であっても長期的な曝露により健康影響が懸念される有害大気汚染物質について、大気
汚染防止法に基づく対策の枠組みが定められ、ベンゼン等３物質に新たに環境基準が定められまし

た。また、廃棄物処理法の改正により、平成１０年１２月１日から廃棄物処理施設の排ガス中のダ

イオキシン類濃度が規制されました。平成１２年１月１５日からダイオキシン類対策特別措置法が

施行され、環境基準が設定されました。

   また、「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」（以下「Ｐ
ＲＴＲ法」といいます。）も制定され､化学物質の環境汚染対策に総合的に取り組む枠組みができて

きました。

３ 基本事務事業の目的と成果

3-(1) 対象と意図（何をどういう状態にしたいのか）

     （対象）県下の大気環境を

     （意図）有害大気汚染物質及びダイオキシン類の環境基準が達成・維持された状態とします。

3-(2) 成果指標名・成果指標式（総合計画の目標項目には＊を付す）

     ＊環境基準達成率＝達成地点数／測定地点数
② 変更した場合の成果指標名・成果指標式

3-(3) 設定した成果指標に関する説明（指標動向に影響する要因、指標の有用性、設定の理由など）

環境基準の達成・維持は、良好な大気環境が保持されていることの指標であるため、成果指

標に設定しました。

3-(4) 結果（施策における2010年度の目標）

    一人ひとりの生活様式や事業活動が大気環境に配慮したものとなり、大気汚染物質の排出が削
減されています。

４ 基本事務事業の評価

４-(1) 前年度（H11年度）における基本事務事業の結果評価

①前年度に行った内容と成果

  ・県下８地点（四日市市実施の２地点を含む）で有害大気汚染物質（ダイオキシン類を除く１８
項目）のモニタリングを行いました。その結果、１地点でベンゼンが環境基準を超過した他

は、すべて環境基準を達成しました。

・ ダイオキシン類については２６地点で測定を行い、すべて大気環境基準を達成しました。

・ 産業廃棄物焼却施設を対象に、行政検査として 50 施設の排ガスのダイオキシン類等の調査を
実施し、すべて規制値を下回りました。
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②前年度に残った課題

  ・ベンゼンが１ヶ所で環境基準を超過していました。

４-(２) 本年度（H1２年度）における基本事務事業の見込み評価

①本年度行っている内容と本年度終了時に見込まれる成果

・ 引き続きモニタリングを実施し､実態把握を進めます。

・ 規制値を下回っているものの平成 14 年 12 月１日から適用される規制値を超過するおそれの
ある施設、平成１１年度に測定しなかった施設等（ダイオキシン類対策特別措置法対象施設

を含む）について、廃棄物処理施設等を対象に50件の行政検査を実施します。
・ 四日市地域の事業所を対象に PRTR パイロット事業を実施し、化学物質の排出量・移動量を
把握します。

②本年度残ると思われる課題

・ 自動車排ガスの影響を強く受ける測定点で、ベンゼンが環境基準を超えるおそれがあります。

・ 平成 14 年 12 月以降の規制に向け、引き続き産業廃棄物処理施設の構造基準等について事業
者を指導していく必要があります。

・ ダイオキシン類対策特別措置法、ＰＲＴＲ法を踏まえた総合的な化学物質対策の推進。

５ 基本事務事業の改革方向

・ 県内の汚染状況を把握し地域ごとの経年変化を検証するとともに、環境基準を超過した場合

は迅速に詳細調査を実施します。

・ 過去に調査した結果、環境基準を超過した地点においても、引き続き詳細を実施します。

・ これらの調査結果については、わかりやすくかつ迅速に情報提供するとともに、環境基準を

超過した地域では、各県民局や市町村と連携し、市町村、関係機関及び地域住民がリスク認

識の共有化を図り、地域での対応について話し合える場を設置します。

・ PRTR 制度の円滑な実施に向け、法の周知を図るとともに、四日市地域以外の事業所を対象
に化学物質の排出量・移動量調査を実施し事業者による化学物質の適正な管理を推進します。

６ 成果指標値及びコスト等の推移

成果指標値 予算額等（千円）

目 標 実 績

総合計画

目標数値 所要時間（時間）

必要概算

コスト（千円）

   50,650前々年度

（Ｈ10年度）
75～100％ 75～100％

   10,450
   94,331

   52,273前年度

（Ｈ11年度）
87.5～100％ 75～100％

   11,573
  100,301

 99,161本年度

（Ｈ1２年度）
75～100％ 75～100％

 16,410
  167,919

  ▲8,410本年度補正後

（Ｈ1２年度）         0

  ▲8,410

 86,712翌年度

（Ｈ1３年度）  ―――   75～100％
 15,917

  153,405

計画目標年次

（Ｈ1３年度）    ―――
概ね達成・維

持
――― ―――
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７ 翌年度（Ｈ１３年度）の基本事務事業における事務事業戦略プランシート(PPM : Project Portfolio Matrix)

＜必要概算コスト： ☆５億円以上 ◎～１億円 ◇～５千万 △～１千万 ・１千万未満 ＊休止・廃止＞

基本事務事業の成果向上への貢献度合

直接的に貢献する

 

◎ダイオキシン等環境調査事業費↑

                                                                                                    △PRTR推進事業費↑
                                                                                                  ＊化学物質情報ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ事業費

（廃止）

間接的に貢献する

貢献度合の考慮外

～活動基盤となる

事務事業など

  

即効性（２年以下） 中期的（２年～５年）        長期的（５年以上）
効果発現までの期間

※ 各事務事業名の右に付した矢印は、それぞれの事務事業に対する力の入れ具合である「注力」の変化の方向を表している。
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８ 基本事務事業を構成する事務事業の詳細

※ 新規事務事業には、事務事業名に（新）を付す

事務事業名

（担当課）
成果指標名 事務事業の概要

1３年度

予算額
（千円）

予算額

前年度比
（±千円）

1３年度

所要時間
（時間）

所要時間

前年度比
（±時間）

ダイオキシン等環境調

査事業費（大気水質課、

廃棄物対策課）

環境基準達成率 ・有害大気汚染物質環境調査

・大気、水質・底質、水生生物、地下水、土壌及び発生

源のダイオキシン類調査
84,998 －9,872 13,787 +657

ＰＲＴＲ推進事業費（大

気水質課）

実態把握率 PRTR 制度の円滑な実施に向け、法の周知を図るととも
に、四日市地域以外の事業所を対象に化学物質の排出

量・移動量調査実施。

1,714 －1,977 2,130 0


